
5－2 科学的に正確な情報や客観的な事実（根拠）に基づく情報体系の整備と

国民への提供 

原子力委員会は 2016 年 12 月、理解の深化に向けた根拠に基づく情報体系の構築につい

ての見解を取りまとめました。同見解では、国民が自らの関心や疑問に応じて自ら検索し、

必要に応じて専門的な情報までたどれるように、一般向け情報、橋渡し情報、専門家向け情

報、根拠等の各階層をつなぐ情報体系を整備することの必要性を指摘しています。 

また、同見解では、国民の関心が大きく、原子力政策の観点でも重要な分野から着手する

べきとしており、特に「地球環境・経済性・エネルギーセキュリティ（3E）」及び「安全・

防災（S）」については、原子力関係機関による情報体系の具体化が進められています。例え

ば、電気事業連合会を中心に、関係機関が保有する情報の階層構造を整理し、関連する情報

のリンク付けを行っています（図 5-1）。 

図図  55--11  電電気気事事業業連連合合会会ウウェェブブササイイトトににおおけけるる各各階階層層のの情情報報ののリリンンクク付付けけ例例  

（出典）電気事業連合会ウェブサイト「原子力発電の特徴：CO2 を排出しない」に基づき作成 

原子力機構は、原子力に関連した科学的かつ客観的な情報提供を行う「原子力百科事典

ATOMICA1」の再構築を行っており、情報更新の必要度が高いものから順次更新を進めていま

す。2021 年度には、「ガス冷却型原子炉の技術的進展」等の一部の記事が更新されました。

また、2021 年 10 月にサイトがリニューアルされ、モバイル端末等に対応した解説記事表示

機能、数式を読みやすい形式で表示する機能、資料のダウンロード機能等が導入されました。 

一般財団法人日本原子力文化財団は、エネルギーや原子力に関する網羅的な情報を提供

するウェブサイト「エネ百科2」を運営しています。エネ百科では、原子力やエネルギーに

関する説明資料の作成等に利用可能な図面集、原子力や放射線等に関する電子パンフレッ

ト、原子力に関する専門用語や時事ネタに関する解説記事、子ども向けも含めたコラム等、

多数のコンテンツが提供されています。 

1 https://atomica.jaea.go.jp/ 
2 https://www.ene100.jp/ 
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東電福島第一原発事故の政府事故調報告書では、事故の状況や放射線の人体への影響

等についての政府や東京電力から国民に対する情報提供の方法や内容に多くの課題が

あったことが指摘されました。また、事故が発生した際の緊急時だけでなく、平時の情

報提供の在り方についても課題が指摘されています。これらの課題は、国民の原子力に

対する不信・不安を招く主原因の一つとなったと考えられます。 

失われた信頼を回復するため、原子力に携わる関係者は、国民の声に謙虚に耳を傾け、

必要なあらゆる取組を一層充実していくことが不可欠です。このような認識の下で、国

や事業者を始めとする原子力関係機関は、情報提供やコミュニケーション活動等の取組

を進めています。 

5－1 理解の深化に向けた方向性 

東電福島第一原発事故は、福島県民を始め多くの国民に多大な被害を及ぼしました。事故

から既に 11 年が経過した現在でも、依然として国民の原子力への不信・不安が根強く残っ

ています。さらに、事故を契機に、我が国における原子力利用は、原子力発電施設等立地地

域に限らず、電力供給の恩恵を受けてきた国民全体の問題として捉えられるようになりま

した。 

事故により失われた原子力利用に対する信頼を回復するために、原子力に携わる関係者

は、立地地域を始めとする国民の声に謙虚に耳を傾けるとともに、原子力利用に関する透明

性を確保し、国民の不信・不安に対して真摯に向き合うことが不可欠です。そのためにまず、

科学の不確実性やリスクにも十分留意しながら、双方向の対話や広聴等のコミュニケー

ション活動をより一層進め、国民の関心に応え、取組や活動を強化していくことが必要です。

また、国民が自らの関心に応じて自ら見つけた情報を自ら取捨選択し、納得すると、「腑に

落ちる」状態になると考えられます。このような状態を実現するためには、科学的に正確な

情報や客観的な事実（根拠）に基づく情報体系を整えることにより、このような情報に基づ

いて国民一人一人が理解を深めた上で自らの意見を形成していけるような環境の整備を進

めることが求められます。 

IT 技術の進化に伴いコミュニケーション方法が多様化している中、インターネットや

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）を始めとした情報入手手段の急速な変化

に柔軟に対応し、各種媒体を活用した情報整備について常に改善を図っていくことも必要

です。 

第第５５章章  原原子子力力利利用用のの前前提提ととななるる国国民民かかららのの信信頼頼回回復復  

152第5章　原子力利用の前提となる国民からの信頼回復

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

資
料
編

用
語
集

特
　
集

は
じ
め
に




